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COVID-19に関する弊社の取り組み[2024.4.1時点] 

 
  

2023年 5月 8日に COVID-19の感染症法上の位置づけが「2類」から「5類」に移行してから

一年近く経過しました。国内では依然として断続的な流行が見受けられます。しかしワクチン

接種が広く浸透し、医療提供体制が安定していること、PCR検査・抗体検査が容易に受けられ

るなどを鑑み、今まで行ってきました対応を緩和する事にしましたのでお知らせ致します。 

 

1) 本社、高知工場を問わず、対面での打合せにも対応しますが、必ず事前にアポイントを取っ

た上でご来社下さい。アポイント無しの場合は面談をお断りする場合があります。 

2) 入室・入場の際には手指の消毒をお願いします。なお来訪者様のマスクの着用は任意といた

します。 

3) 郵便の配送は定められた場所へ届けてください。なお、2)は適用外といたします。 

4) 物品等は定められた場所に納品ください。なお、納入に際し、弊社社員の立ち会い、援助が

必要な場合は予めご連絡お願いいたします。 

5) 弊社社員の国内外への出張・外出は個別に判断し対応いたします。 

6) 弊社社員は自己判断でマスクを着用して対応いたします。 

今後も基本的な感染防止対策を行い、「感染しない、感染を拡大させない」を徹底して参り

ます。 

                                  以上 


